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議
案
第
５
１
号

　
　
鳥
取
県
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
63
年
鳥
取
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

議
案
第
５
０
号

　
　
鳥
取
県
警
察
職
員
定
員
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
警
察
職
員
定
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議

会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
警
察
職
員
定
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
警
察
職
員
定
員
条
例
（
昭
和
32
年
鳥
取
県
条
例
第
14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
員
）

第
２
条
　
職
員
の
定
員
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
号

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
規
定
す
る
階
級
の
警
察
官
の
人
員
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
定
員
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
満
た
な
い
人
数
を
当
該

階
級
よ
り
下
位
の
階
級
の
警
察
官
の
定
員
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
(１
)・
(２
)　
略

２
・
３
　
略

　
　
　
附
　
則

１
～
３
　
略

４
　
第
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
定
員
）

第
２
条
　
職
員
の
定
員
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
(１
)・
(２
)　
略
 

２
・
３
　
略

　
　
　
附
　
則

１
～
３
　
略

４
　
当
分
の
間
、
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
２
号
に
定

め
る
一
般
職
員
の
定
員
の
う
ち
13
人
以
内
の
人
員
を
、
同
項
第
１
号
に
定
め

る
警
察
官
の
定
員
に
振
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

振
替
後
の
同
号
ア
か
ら
エ
ま
で
に
定
め
る
警
察
官
の
階
級
別
定
員
は
、
そ
れ

ぞ
れ
振
替
後
の
警
察
官
の
定
員
に
基
づ
き
警
察
法
施
行
令
（
昭
和
29
年
政
令

第
15
1号
）
第
７
条
に
規
定
す
る
階
級
別
定
員
の
基
準
に
よ
り
算
出
し
た
人

員
と
す
る
。

５
　
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
２

条
第
１
項
第
１
号
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
前
段
の
規
定
に

よ
る
振
替
後
の
警
察
官
の
定
員
に
加
え
て
10
人
の
警
察
官
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
　
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
２

条
第
１
項
第
１
号
及
び
附
則
第
４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
前
段
の

規
定
に
よ
る
振
替
後
の
警
察
官
の
定
員
に
加
え
て
５
人
の
警
察
官
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
２
条
第
１
項

第
１
号

1,
20
3人

1,
22
1人
（
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

は
、
1,
22
6人
）

第
２
条
第
１
項

第
１
号
ア

　
 62
人

63
人

第
２
条
第
１
項

第
１
号
イ

　
12
7人

12
8人
（
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

は
、
12
9人
）

第
２
条
第
１
項

第
１
号
ウ

　
66
5人

67
6人
（
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

は
、
67
9人
）

第
２
条
第
１
項

第
１
号
エ

　
34
9人

35
4人
（
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

は
、
35
5人
）

第
２
条
第
１
項

第
２
号

　
23
3人

22
0人
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（
授
業
料
等
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
し
て
は
授
業
料
（
通
信
制
の
課
程
に

あ
っ
て
は
、
受
講
料
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
（
他

の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
を
除
く
。
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
入
学
料
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
志
願
者
（
通
信
制
の
課
程
へ
の
入

学
志
願
者
及
び
他
の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
志
願
者
を
除
く
。
）
に

対
し
て
は
入
学
選
抜
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

２
　
略

（
授
業
料
等
の
納
付
方
法
）

第
４
条
　
略

２
　
略

３
　
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
授
業
料
に
係
る
債
務
の
弁
済
に
充
て
ら

れ
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
22
年
法
律
第

18
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下

「
就
学
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
場
合
は
、
授
業
料
の
う

ち
就
学
支
援
金
等
の
支
給
を
受
け
る
月
分
の
額
の
納
付
を
要
し
な
い
。

（
授
業
料
等
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
し
て
は
授
業
料
（
通
信
制
の
課
程
に

あ
っ
て
は
、
受
講
料
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
（
他

の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
を
除
く
。
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
入
学
料
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
志
願
者
（
通
信
制
の
課
程
へ
の
入

学
志
願
者
及
び
他
の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
志
願
者
を
除
く
。
）
に

対
し
て
は
入
学
選
抜
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
対

し
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
。

３
　
略

（
授
業
料
等
の
納
付
方
法
）

第
４
条
　
略

２
　
略

３
　
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
授
業
料
は
、
前
納
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
高
等
学
校
等
（
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
90
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支

４
　
略

（
既
納
の
授
業
料
等
）

第
８
条
　
既
に
納
付
し
た
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
選
抜
手
数
料
並
び
に
聴

講
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
前
納
し

た
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
略

（
既
納
の
授
業
料
等
）

第
８
条
　
既
に
納
付
し
た
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
選
抜
手
数
料
並
び
に
聴

講
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

　
(１
)　
就
学
支
援
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
が
納
付
し
た
授
業
料
の
う
ち
就

学
支
援
金
等
の
支
給
を
受
け
る
月
分
の
額

　
(２
)　
年
度
の
中
途
に
休
学
、
退
学
又
は
卒
業
を
し
た
者
が
そ
の
月
の
翌
月

以
降
の
月
分
と
し
て
前
納
し
た
授
業
料

（
授
業
料
等
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
し
て
は
授
業
料
（
通
信
制
の
課
程
に

あ
っ
て
は
、
受
講
料
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
（
他

の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
を
除
く
。
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
入
学
料
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
志
願
者
（
通
信
制
の
課
程
へ
の
入

学
志
願
者
及
び
他
の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
志
願
者
を
除
く
。
）
に

対
し
て
は
入
学
選
抜
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

２
　
略

（
授
業
料
等
の
納
付
方
法
）

第
４
条
　
略

２
　
略

３
　
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
授
業
料
に
係
る
債
務
の
弁
済
に
充
て
ら

れ
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
22
年
法
律
第

18
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下

「
就
学
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
場
合
は
、
授
業
料
の
う

ち
就
学
支
援
金
等
の
支
給
を
受
け
る
月
分
の
額
の
納
付
を
要
し
な
い
。

（
授
業
料
等
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
し
て
は
授
業
料
（
通
信
制
の
課
程
に

あ
っ
て
は
、
受
講
料
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
（
他

の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
を
除
く
。
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
入
学
料
を
、
県
立
高
等
学
校
へ
の
入
学
志
願
者
（
通
信
制
の
課
程
へ
の
入

学
志
願
者
及
び
他
の
県
立
高
等
学
校
か
ら
の
転
入
学
志
願
者
を
除
く
。
）
に

対
し
て
は
入
学
選
抜
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
県
立
高
等
学
校
の
生
徒
に
対

し
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
。

３
　
略

（
授
業
料
等
の
納
付
方
法
）

第
４
条
　
略

２
　
略

３
　
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
授
業
料
は
、
前
納
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
22
年
法
律
第
18
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
）
に
在
学
し
て
い
た
者
で
施
行
日
以
後
引
き
続
き
県

立
高
等
学
校
に
在
学
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
授
業
料
及
び
受
講

料
を
徴
収
し
な
い
。


